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民間活用を含む水道事業の連携形態に係る比較検討の手引きの送付について 

 

 

 水道行政の推進につきましては、日頃から格別の御協力を頂き御礼申し上げます。 

水道事業経営における水道事業者等の間や水道事業者等と民間事業者間の連携の活用につ

いては、改正水道法による技術上の業務の第三者委託制度、民間資金等の活用による公共施

設等の整備等の促進に関する法律（ＰＦＩ法）、改正地方自治法による指定管理者制度等の各

種制度の整備が図られたこと等により、各水道事業者等は様々な連携形態を採用できるよう

になり、それらを活用しながら運営基盤の強化を図ることが期待されています。 

他方、水道事業における民間活用を含む連携形態の選択の考え方や検討手法は、これまで

整理されたものがなく、各水道事業者等において個別に検討が進められている状況となって

おり、連携形態について検討しようとしている水道事業者等にとっては、当該検討の阻害要

因となっていることが懸念されるところです。 

このような状況を踏まえ、厚生労働省では、水道事業者等における連携形態の検討に資す

ることを目的として、「民間活用を含む水道事業の連携形態に係る比較検討の手引き」をとり

まとめましたので、送付します。本手引きでは、水道事業の運営基盤の強化を図るための具

体的な対応方策及び当該方策を実施するために適した連携形態の比較検討を行うための検討

手順を例示しています。 

 各水道事業者等において、民間活用を含む連携形態の検討を行うに当たっては、必要に応

じてこの手引きを活用されるようお願いいたします。 

 


